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セカンドオピニオン 

敷島住宅 株式会社  

『しがぎん』サステナブル評価融資 

 

発行日：2022 年 9 月 30 日 

発行者：株式会社しがぎん経済文化センター 

産業・市場調査部 

 

本文書は、敷島住宅株式会社（以下、「敷島住宅」という）が滋賀銀行（以下、「貸付人」という）から

『しがぎん』サステナブル評価融資（以下、本ローンという）を受けるにあたり、株式会社しがぎん経済文化セン

ター（KEIBUN）が発行するものである。なお、『しがぎん』サステナブル評価融資とは、お客さまのサステナビリテ

ィ経営と有意義な目標設定に対し、外部機関による評価やモニタリングを通じた伴走支援により、企業価値の

向上を後押しする融資である。 

 

１．敷島住宅の会社概要 

社 名 敷島住宅株式会社 

所 在 地 大阪府守口市桜町 4-17 

設 立 1962 年 9 月 

資 本 金 3,000 万円 

事 業 内 容 分譲住宅事業、注文住宅事業、リフォーム事業、分譲マンション事業、賃貸事業 

年 間 施 工 件 数 297 件（2021 年度） 

従 業 員 数 149 名（2022 年８月現在） 

 

（１）事業概要 

敷島住宅は、京都・滋賀・大阪エリアを中心に事業展開を行うハウスメーカーである。その沿革は、1960 年

に大阪府門真市において川島工務店を創業したことに始まる。1962年に現社名の法人を設立、67年には京

都府城陽市、73 年には滋賀県近江八幡市に新規出店している。創業より 60 周年を迎え、これまでの施工

実績は 15,000 件以上となっており、分譲住宅事業を中心に年間 300 件の受注を目標としている。 

敷島住宅は多様な暮らし（コト）を体現できる住まい（モノ）づくりをめざし、新築分譲住宅販売をメインと

して、注文住宅、リフォーム、賃貸（仲介・管理）事業を展開している。地域密着型ならではの温かみのあるヒ

アリングを心がけ、企画デザイン力や施工力をフルに生かしたサービスを提案しており、顧客満足度の高い住まい

づくり、街づくりを実現している。分譲住宅事業では、信頼性と安心感を備えた「建売住宅」や住む方のライフス

タイルに合わせたプランを提案する「提案型設計住宅」、顧客の細やかなニーズに対応する「自由設計住宅」の

3 つを顧客ニーズに合わせて展開し、デザイン性に優れた住まいを提案している。注文住宅事業では、顧客のど

のような住まいのニーズにも応えることを基本としており、プロの立場からより高品質な居住性を追求した提案を
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行っている。注文住宅の旧商品である〔Reco.〕ｼﾘｰｽﾞは、一般財団法人日本地域開発センターが主催する

「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー*1」を6年連続で受賞している。顧客の要望に応えるだけでなく、より付加

価値の高い提案力と商品を備えもつことが、敷島住宅が地域の顧客に選ばれ続けている理由となっている。 

敷島住宅は住宅分野以外にも事業展開を行っており、自社で運営する宿泊事業では、京都を感じ、世界

を感じ、四季を感じられるコンセプト・デザインホテル「HOTEL SHIKISAI KYOTO（ホテル四季彩京都）」を

運営している。 

敷島住宅のグループ企業である株式会社ハイジでは、門真市と守口市において、介護サービス事業を運営し

ており、地域密着型の“顔の見える”介護サービスをめざし、訪問介護・デイサービス・ケアプラン・サービス付き高

齢者住宅などの事業を展開している。同じくグループ会社であるいざわファーム株式会社では農福連携事業*2と

して、精華町に「せいかファーム」、門真市に「ぷらすファーム」を運営している。“大空の下で土に触れる安心感、

農作物を育て食卓を彩る喜び”をテーマに、農業を通じて誰もが働き活躍できる場所作りを提供しており、このい

ざわファームの農福連携事業は、2021 年の「グッドデザイン賞*3」を受賞している。この賞は敷島住宅グループと

しては 6 度目の受賞となっている。 

■敷島住宅グループの事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
1ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー：一般財団法人日本地域開発センターが主催。建物躯体と設備機器をセットとして捉え、トータルとして省

エネルギーや CO2 削減等へ貢献する優れた住宅を表彰する制度。 

2農福連携事業：発達障がい者を支援する福祉団体と高齢化し担い手に悩む精華町の農家、人口減少で街の活力低下に悩む住宅会社の三

者が共同出資して生み出した発達障がい者のための自立支援活動事業。福祉団体、農家、住宅会社が協力し、障がい者に生き甲斐を持って

働ける場を提供し、地域の小さな経済循環を生み出している。 

3「グッドデザイン賞：公益財団法人日本デザイン振興会が主催。1957 年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の仕組み。

製品、建築、ソフトウェア、システム、サービスなど、私たちを取りまくさまざまなものごとに贈られる賞。 

〔出所：敷島住宅のウェブサイト〕 
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■ 次世代省エネ住宅[Reco.]NOBLE 2018～2019 年 ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー受賞 

 

■発達障がい者のための自立支援活動の概要 

「農・福・住の連携で生まれた地域の小さな経済循環［いざわファーム］」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経営理念 

敷島住宅は、創業 60 周年を機に、お客さまのより豊かな、そしてより楽しく幸せな暮らしづくりに貢献するため

新たに「豊かな住文化を創造し人と環境に貢献する」を経営理念として制定した。また、新たに策定された企業

ロゴマークには「老舗企業としての上品さと感性、伝統的な印象、地域や近隣、町々の人々との繋がりを、そし

て未来へと繋がるたくさんのご縁を」という想いが込められている。上記経営理念にもとづき経営方針として、下記

の 3 項目を掲げている。 

〔出所：敷島住宅のウェブサイト〕 

1. お客様社会への貢献 

地域密着の住文化創造に向けて、誠実と感謝のこころを重んずる、信頼される企業であること。 

2. 事業ビジョン 

組織と人間重視の調和を目指し、市場志向の創意と工夫で堅実経営に徹し、企業の永続的発展を期すこと。 

3. 企業文化 

不断の自己啓発と協力の精神で、社業に従事するすべての人の生活向上を達成する明るい職場であること。 
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敷島住宅は、地域密着の住文化を創造し、地域のお客様と社会に貢献するという想いをもっている。新しい

時代に合った豊かさとは何かを考え、その地域にあったタウンストーリーを重視するとともに、多様なライフスタイル

に合った住まいを提案している。 

分譲地内の道路設計についても、その地域のタウンストーリーを想定し、自社の分譲地とその周りの環境とが

分断されないよう、近隣地域にやってくる次の世代の人々にとってのアクセス性も意識した設計開発を心掛けて

いる。同社の考える「住文化の創造」には、こうした自社が手がける分譲地だけでなく、地域全体の持続可能性

を考慮した事業活動を行う意志が含まれている。     

敷島住宅では、京セラ株式会社の創業者である稲盛氏の人生哲学や経営哲学がまとめられた「京セラフィロ

ソフィ」の 69 項目に敷島住宅の社長の人生経験から得た 8 つの教訓を合わせ、77 項目からなる敷島フィロソ

フィを導入している。これらの項目は経営理念の実現に必要な組織のあり方や行動指針が整理されている。そ

の考えを日々の朝礼や入社 2 年目、3 年目社員研修などを通じて、組織浸透を図る取組みをしている。 

 

■敷島住宅の経営理念                       ■使命・ビジョン           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

■敷島フィロソフィ                           ■企業ロゴマーク 

 

 

 

  

 

 

 

 

〔出所：敷島住宅ウェブサイト〕 
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２．敷島住宅のサステナビリティ 

敷島住宅は、自社の経営理念と国連の持続可能な開発目標（以下、「SDGs」という）の目指す方向性

が同じと考えており、ウェブサイト上にSDGsへの取組みを公表している。重点的に取り組むSDGsのゴールは７

つ存在し、そのうちの 1 つである「住み続けられるまちづくりを」では、「産業廃棄物の削減・環境負荷の少ない建

築材料の利用」や「地産地消」の取組みとして、自社で施工する住宅に高知県産の木材や京都府産の木材

などの国産材を使用した家づくりを積極的に取り組むとしている。とくに、京都府産材の利用は地域内での地産

地消を促し、京都府内の森林整備や資源循環にもつながっている。また、「陸の豊かさも守ろう」のテーマでは、

徳島県の徳島森林づくり推進機構と分収造林契約*4を結んでおり植林活動にも取り組んでいる。 

敷島住宅は、事業活動を通じた「地域密着の住文化創造」が、自社だけでなく環境・社会の持続可能性に

つながると考えており、分譲地を開発して、ただ家を建てるのだけではなく、その地域の持続可能性を考えた街づ

くりを行い、その分譲地を含む地域のサステナビリティを目指している。2014 年にグッドデザイン賞を受賞した分

譲地「桜苑」は、関西近郊にある伝統集落の耕作放棄地に 30 棟程度の小規模住宅地を作り、既存集落と

の間で新旧住民の調和を早期に図ったことが受賞理由となった。また、地域に新たな店舖付住宅を奨励し、地

域で経済圏を確保し、地域内で人々が行きかい触れ合う機会を創出した。これらの取組みは、過疎化が進む

地域にとって、まさにサステナビリティな取り組みであるといえる。 

■伝統集落寄添型分譲地「桜苑」 2014 年 グッドデザイン賞受賞 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
*4 分収造林事業とは、森林所有者と分収造林契約を結んで、預かった土地に林業公社がスギ・ヒノキを植栽して一定期間育て、伐採したとき

に分収木を販売した収益を森林所有者と予め契約した一定の割合で分収する制度。 林業公社が造成に関するすべての費用を負担して、

植裁・保育・管理まで責任を持って行う。 

〔出所：敷島住宅のウェブサイト〕 
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3.サステナビリティ目標の設定 

（１）サステナビリティ目標 

テ ー マ 「人・自然・地域を想い、心豊かな暮らしを」 

貢献する SDGs  

 

K P I 国産木材を構造材に使用した住宅着工件数 

目 標  

実績 目標 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 

10 件 10 件 20 件 21 件 22 件 23 件 24 件 24 件 

注）2021 年度は 2021 年 9 月～2022 年 2 月の 6 か月間の実績 

内 容 【計算方法】 

・敷島住宅が国産木材を構造材に使用した住宅の着工件数（年間） 

・住宅建設用に調達した木材の仕様書や納品書等における構造材の欄に国産材と 

 記載された物件を件数対象とする。 

 

【対象期間】 

・対象の初年度は 2022 年度（2022 年 9 月～2023 年 8 月） 

・毎年９月１日～８月３１日の期間を基準年度とし、年度末より 3 か月以内に報告

する。 
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（２）目標の有意義性 

敷島住宅は本ローンの取組みにあたり、KPI を「国産材を構造材に使用した住宅の着工件数」とし、その件

数を増やすという目標を掲げている。以下、その有意義性について見ていく。 

2021 年 6 月に閣議決定された森林・林業基本計画（林野庁）では、林業の持続的かつ健全な発展並

びにそれらを通じた森林の適切な整備及び保全を図るためには、国産材の供給や利用を促進していく必要があ

るとしており、各目標を掲げている。その目標では、望ましい森林の整備・保全が行われた場合の木材供給量や、

今後の需要動向を見通したうえで、諸課題が解決された場合に実現可能な木材利用量を目標として設定し

ている。住宅などに使用される建築用材については、国産木材の利用量を 2019 年（令和元年）の 18 百万

㎥から 2030 年（令和 12 年）には 26 百万㎥にまで増やす目標としている。 

敷島住宅も、住宅の構造材に国産材を積極的に使用していく方針であり、国の政策とも方向性は一致して

いる。 

■国産材利用量の目標と実績（森林・林業基本計画） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国産材の活用は、森林の適切な整備や豪雨等による自然災害を防ぐ効果が期待されるため、国産材の供

給や利用を促進していくことが必要である。また、二酸化炭素の排出抑制および炭素の貯蔵を通じて、脱炭

素・循環型社会の実現にも寄与していくと考えられる。しかし、国内の森林は資源的には充実しているが、その

資源を市場に供給するには多くの課題があり、急激に木材需要が増えたからといって、すぐに増産できるような態

勢が取れないのが国産材に関わるサプライチェーンの現状である。敷島住宅単体の努力だけでは実現できない

目標ではあるが、サプライチェーン企業と協力しながら、国産材の中でも特に地元産材の活用を段階的に推し

進めていくことに意義がある目標と言える。地元産材の利用が高まれば、地域の林業や加工業者を含む地元の

経済の活性化と雇用にも期待できる。 

敷島住宅の中で住宅着工件数がもっとも多い京都府では、京都府内の森林から生産された木材の利用促

進を図っており、木材の輸送時のCO2排出量（ウッドマイレージCO2）の削減と、地域の森林整備の促進によ

〔出所：林野庁 ウェブサイト〕 
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る地球温暖化防止を図るため、2004 年に京都府産木材認証制度を創設している。この制度では、京都府

産材かつ京都府内で加工された木材を使用すれば、証明書を発行するなどして、活動を見える化し京都府の

各事業者への更なる地元産材の活用拡大を図っている。 

敷島住宅は、使用する木材の選定基準において木材価格の経済性だけでなく、国産材の活用により、国内

の林業や木材産業の持続性を高められることや、自社の経営理念の実現も重視している。また、構造材以外

で使用する木材についても、積極的に国産材の使用を推し進めていく方針である。 

上記に記載のとおり、敷島住宅の本取組みは、国や地元行政の方針とも合致し、同社の理念やこれまでの

事業活動とも方向性を同じくしており、かつ地域の持続可能性につながるため、有意義な取組みと言える。 

 

■京都府産木材証明書及びウッドマイレージ CO2 証明書の概要及びサンプル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

〔出所：京都府ウェブサイト〕 
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 しがぎん経済文化センター 会社概要  

 

 

社名    株式会社しがぎん経済文化センター  

 

代表者   取締役社長 西堀 武 

 

所在地   〒520-0041 

       滋賀県大津市浜町 1 番 38 号 

 

設立    1984 年 3 月 21 日 

 

資本金   1,000 万円 

 

株主    株式会社滋賀銀行 

 

TEL    077-526-0005 

 

FAX    077-526-3838 
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留意事項 

1. しがぎん経済文化センターの第三者意見について 

 本文書については貸付人が、借入人に対して実施するしがぎんサステナブル評価融資について、設定

する目標の有意義性に対する第三者意見を述べたものです。 

 その内容は現時点で入手可能な公開情報、借入人から提供された情報や借入人へのインタビューな

どで収集した情報に基づいて、現時点での状況を評価したものであり、当該情報の正確性、実現可能

性、将来における状況への評価を保証するものではありません。 

 しがぎん経済文化センターは当文書のあらゆる使用から生じる直接的、間接的損失や派生的損害に

ついては、一切責任は負いません。 

 

2. 滋賀銀行との関係、独立性 

 しがぎん経済文化センターは滋賀銀行グループに属しており、滋賀銀行および滋賀銀行グループ企業

との間および滋賀銀行グループのお客さま相互の間における利益相反のおそれのある取引等に関して、

法令等に従い、お客さまの利益が不当に害されることのないように、適切に業務を遂行いたします。 

 また、本文書にかかる調査、分析、コンサルティング業務は滋賀銀行とは独立して行われるものであり、

滋賀銀行からの融資に関する助言を構成するものでも、資金調達を保証するものでもありません。 

 

3. しがぎん経済文化センターの第三者性 

 借入人としがぎん経済文化センターとの間に利益相反が生じるような、資本関係、人的関係などの特

別な利害関係はございません。 

 

4. 本文書の著作権 

 本文書に関する一切の権利はしがぎん経済文化センターが保有しています。本文書の全部または一

部を自己使用の目的を超えて、複製、改変、翻案、頒布等をすることは禁止されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 


